
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
を
指
定
す
る
省
令

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
を
指
定
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
、
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
、
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
試
験
機
関
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
す
る
。

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
の
日

公
益
財
団
法
人
社
会
福
祉
振
興
・
試
験
セ
ン
タ
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
五
番
六
号

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
す
る
。

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
の
日

公
益
財
団
法
人
社
会
福
祉
振
興
・
試
験
セ
ン
タ
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
一
丁
目
五
番
六
号

令
和
四
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


